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【本リサーチ結果に係る留意点】 

・資料出所は、特に記載がない場合は、すべて福祉医療機構である 

・数値は四捨五入のため、内訳の合計が一致しない場合がある 

・本アンケート調査は、福祉医療機構の貸付先のうち高度急性期の病棟・病床、急性期一般入院基本料、療養病棟入院基本料、精神病棟

入院基本料、地域包括医療病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料を含む）、回復期リハビリテーション病

棟入院料（回復期リハビリテーション入院医療管理料を含む）、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養

病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っている病院を運営する 1,466 法人

を対象に、Web上で実施した。なお、貸付先に公立病院は含まれない 

・調査期間は 2024年 9月 9日から同年 10月 11日まで、回答数は 298法人（322病院）、回答率は 20.3％であった 
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2024 年度 診療報酬改定の影響等に関するアンケート結果について－急性期・回復期関連－ 

Research Report 

 

9割が急性期一般入院料1の施設基準の見直しによる影響あり 
 

➢ 急性期一般入院基本料 

✓ 急性期一般入院料 1 の施設基準の見直しのうち、4 割以上がもっとも影響のあった項目として、「重

症度、医療・看護必要度の評価項目の見直し」と回答 

✓ 経過措置終了後に該当患者割合を「満たすことができない」が 1割以上を占める 

➢ 地域包括ケア病棟入院料 

✓ もっとも影響のあった見直し項目として、「逓減制の導入」および「重症度、医療・看護必要度の見直

し」がともに 3割を占める 

✓ 2 割以上が「逓減制の導入により減収した」と回答 

➢ 回復期リハビリテーション病棟入院料 

✓ 施設基準等の見直しの影響として、「運動器リハビリテーションの算定上限緩和対象患者からの除外」

が 47.7％と約半数を占める 

✓ 今次改定前に約 7割が体制強化加算1・2 を届出。同加算の届出をしている病院の半数以上が入

院単価が「減少」と回答 

 

 
 

 

 

43.8% 26.6% 10.9% 7.8% 10.9%

重症度、医療・看護必要度の評価項目の見直し

重症度、医療・看護必要度の該当患者の要件の見直し（B項目の削除）

平均在院日数の基準の見直し

重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の見直し

重症度、医療・看護必要度Ⅱの対象病院の拡大

いずれも経営への影響はほとんどない

（n＝64）
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14.5%
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9.1%

12.7%

9.2%

7.9%

18.2%

6.3%

20.0%

急性期一般入院料1～5

（n=152）

急性期一般入院料1

（n=63）

急性期一般入院料2

（n=11）

急性期一般入院料3

（n=3）

急性期一般入院料4

（n=63）

急性期一般入院料5

（n=15）

満たすことができる 満たすことができない わからない

▼経過措置終了後に該当患者割合を満たせる見込み 

 
▼急性期一般入院料 1の施設基準の見直しの影響 
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2024年度診療報酬改定（以下「今次改定」と

いう。）は、「現下の雇用情勢も踏まえた人材確

保・働き方改革等の推進」、「ポスト 2025を見据

えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療

DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推

進」、「安心・安全で質の高い医療の推進」、「効率

化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持

続可能性の向上」の 4本柱のもと、実施された。

とくに、人材確保・働き方改革等の推進は重点

課題として挙げられており、その注目度は高い

といえよう。 

このたび、福祉医療機構（以下「機構」とい

う。）では、今次改定が及ぼす影響および実態を

明らかにすることを目的として、アンケート調

査（以下「本アンケート」という。）を実施し、

322病院1から回答を得た。 

前編である本稿では、急性期・回復期関連の

改定項目について概観する。なお、後編では、新

設された地域包括医療病棟入院料をはじめ、賃

上げ・医療 DX・医師の働き方改革・介護保険施

設等との連携を取り上げる予定である。それぞ

れの調査結果の詳細は、後編と併せて公表する

アンケート結果を参照されたい。 

 

1 急性期一般入院基本料 

1.1 医業収益の状況 

前年同時期と比較して 42.9％が増収と回答。

「入院利用率の変化」が増収・減収に大きく

影響 

 

本アンケートでは、加算の届出状況や施設基

準の見直しの影響のほか、今次改定前にあたる

前年同時期と比較して、医業収益および医業利

益にどのような変化があったのかを聞いている。

本節では、2024年 6月 1日時点で急性期一般入

院基本料の届出を行っている病院について、医 

                                                
1 病床規模別にみると、100床未満が 37.9％、100床以上 200床未満が 42.2％、200床以上 300床未満が 8.7％、300床以上 400床未 

満が 5.9％、400床以上が 5.3％であった。また、経営主体別にみると、医療法人が 85.4％、社会福祉法人が 1.9％、社団・財団法人 

が 6.5％、その他が 6.2％であった 

業収益の状況をみていきたい。 

同入院料の届出病院では、「増収」が 42.9％で

あった一方、「減収」は 21.5％となった（図表 1）。

入院基本料別にみても、サンプル数が少ない点

に留意する必要はあるものの、同入院料 3・5を

除くと、同様の傾向であった。くわえて、「横ば

い」はおおむね 3 割程度にとどまっていること

から、少なからず医業収益に変化があったこと

がわかる。そこで、医業収益が増減した要因に

ついて、増収した病院・減収した病院に分けて、

深掘りしていきたい。 

 

 

 

増収・減収した病院いずれも、「入院利用率の

変化」が 6割以上を占めている（図表 2）。また、

図表にはないが、医業収益の増減に影響が大き

かった具体的な要因としては、「今次改定の影響

以外」がともに過半を占めた。重症度、医療・看

護必要度の基準など、経過措置期間が設けられ

ていることも一因と考えられるが、入院利用率

が収益に影響を及ぼす重要な要素であるといえ

るだろう。 

（図表 1）前年同時期と比較した医業収益の

状況 
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（n=63）

急性期一般入院料5

（n=15）

急性期一般入院料6

（n=11）

増収（+2％以上） 横ばい 減収（△2％以上）
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1.2 医業利益の状況 

前年同時期と比較して 44.8％が減益と回答。

物価高騰等による費用増の影響か 

 

 前節では前年同時期と比較した医業収益の状

況をみてきたが、同様に医業利益の状況につい

てもみていきたい。 

先のとおり、医業収益は 4 割以上が「増収」

であったが、医業利益の状況をみると、「減益」

が 44.8％と「増益」を上回った（図表 3）。収益

が増えて、利益が減少したということは当然、

費用の増加が要因であろう。この費用増加の一 

 

 

因としては、昨今の物価高騰等の影響が考えら

れる。医業収益が「増加」または「横ばい」と回

答した病院の中にも、増収分以上に費用が増加

した病院が一定程度あることがうかがえる。 

 

1.3 急性期一般入院料 1の施設基準の見直

しによる影響 

4 割以上がもっとも影響のあった項目として、

「重症度、医療・看護必要度の評価項目の見

直し」と回答 

 

今次改定における急性期医療のトピックの一

つが、急性期一般入院料 1 の施設基準の見直し

であろう。さらなる急性期の機能分化を推進す

るため、平均在院日数の短縮や重症度、医療・看

護必要度の見直しなど要件が厳格化されたこと

により、経営面にも大きな影響を与えることが

予測される。 

同入院料 1 の施設基準の見直しのうち、もっ

とも影響のあった項目として、「重症度、医療・

看護必要度の評価項目の見直し」が 43.8％とも

っとも多かった（図表 4）。「いずれも経営への影

響はほとんどない」は 1 割程度あったものの、

大半の病院は今回の見直しによって少なからず

影響があったことがわかる。なお、図表にはな

いが、同入院料 2～5の届出を行っている病院の

回答をみても、「重症度、医療・看護必要度の評

価項目の見直し」が 6 割以上を占める結果とな

った。 

 

 

61.4%

60.0%

7.1%

5.7%

22.9%

20.0%

1.4%

7.1%

14.3%

増収した病院

（n=70）

減収した病院

（n=35）

入院利用率の変化

外来患者数の変化

患者1人1日当たり医業収益（入院）の変化

患者1人1日当たり医業収益（外来）の変化

その他

43.8% 26.6% 10.9% 7.8% 10.9%

重症度、医療・看護必要度の評価項目の見直し

重症度、医療・看護必要度の該当患者の要件の見直し（B項目の削除）

平均在院日数の基準の見直し

重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の見直し

重症度、医療・看護必要度Ⅱの対象病院の拡大

いずれも経営への影響はほとんどない

（n＝64）

（図表 3）前年同時期と比較した医業利益の

状況 

（図表 4）急性期一般入院料 1の施設基準の

見直しのうち、もっとも影響のあった項目 

（図表 2）急性期一般入院基本料届出病院が

「増収」または「減収」した要因 
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また、評価項目の見直しのうち、もっとも影

響のあった項目については、『A項目「救急搬送

後の入院/緊急に入院を必要とする状態」につい

て評価日数の変更（2日間）』が 71.4％ともっと

も多かった（図表 5）。次に多いのが、『A 項目

「注射薬剤 3 種類以上の管理」について該当日

数の上限設定（最大 7日間）』の 10.7％であり、

これらを合計すると 8割以上を占める。 

 

 

 

今次改定における B項目の廃止に伴い、A項

目の比重は必然的に高まると考えられる。これ

らの厳格化された要件を満たすためには、患者

の状態を素早く安定させ、早期退院させるなど、

回転率を高める取組みが重要となるだろう。 

 

1.4 経過措置終了後に該当患者割合を満

たせる見込み 

経過措置終了後に該当患者割合を「満たすこ

とができない」が 1割以上を占める 

 

 今次改定では、重症度、医療・看護必要度の評

価項目の見直しに伴い、該当患者割合の基準も

見直されたが、令和 6 年 9 月 30 日までの経過

措置が設けられている。 

 経過措置終了後に該当患者割合を満たすこと

ができるか確認したところ、7割以上が「満たす

ことができる」と回答した（図表 6）。一方で、

「満たすことができない」は 14.5%であり、そ

のうち、9割以上が「他の急性期一般入院基本料

の届出を行う予定」と回答した。入院基本料別

にみると、同入院料 1 で「満たすことができな

い」が 2 割を占め、その大半が同入院料 2 への

ダウングレードを予定していた。 

 

 

 

該当患者割合は、評価項目が厳格化されたた

め、基準は全体的に引き下げられているが、1割

以上が「満たすことができない」と回答するな

ど、その影響は小さくないといえるだろう。 

 

1.5 リハビリテーション・栄養・口腔連携

体制加算の届出状況 

「届出を行っている」は 6.1％にとどまる。算

定にあたっては人員確保がネックか 

 

 今次改定では、急性期一般入院料 1 の施設基

準の見直しなど、要件の厳格化が目立つ一方で、

急性期病棟における ADL を低下させないため

の取組みとして、リハビリテーション、栄養管

理および口腔管理の連携を評価するリハビリテ

ーション・栄養・口腔連携体制加算が新設され

た。 

71.4% 10.7% 7.1%7.1%

3.6%

A項目「救急搬送後の入院/緊急に入院を必要とする状態」について評価

日数の変更（2日間）

A項目「注射薬剤3種類以上の管理」について該当日数の上限設定（最

大7日間）

A項目「創傷処置」について重度褥瘡処置に係る診療行為の除外

A項目「呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く）」について評価対象を

現行の看護必要度Ⅱの基準に統一

C項目「対象の手術及び評価日数」について実態を踏まえた見直し

A項目「専門的な治療・処置」について一部2点から3点に変更

その他

（n＝28）

（図表 5）評価項目の見直しのうち、もっと

も影響のあった項目 

（図表 6）経過措置終了後に該当患者割合を

満たせる見込み 
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 同加算の届出状況をみると、「届出を行う予定

はない」が 44.2％であった一方、「届出を行って

いる」は 6.1％にとどまった（図表 7）。 

 

 

 

また、「届出を行いたいが、満たすことが難し

い施設基準がある」が 4 割を占めており、その

うち、約半数が満たすことが難しい施設基準と

して、「専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士

または常勤言語聴覚士の 2 名以上の配置」と回

答した（図表 8）。他にも、「専任の常勤管理栄養

士の 1 名以上の配置」や「リハビリテーション

医療に関する 3 年以上の経験を有し、リハビリ

テーション等に係る研修を受けている常勤医師

の 1 名以上の勤務」を挙げている病院も 2 割前

後あることから、算定にあたっては、人員の確

保がネックになっていることがうかがえる。 

 同加算は、入院料の要件が厳格化されるなか

で、収益の上積みを期待できる数少ない材料と

いっても過言ではない。該当病棟の入院患者全

員が対象になり、1日 120点を 14日を限度に算

定できるため、大幅な増収につながる。一方で、

高い点数が設定されている分、人員配置や実績

要件の基準など、高いハードルを越える必要が

ある。早期リハビリテーションの実施は、自宅

退院割合の向上や在院日数の短縮などにつなが

ることから、算定に向けた取組みが進むことを

期待したい。 

 

 

 

 

 

2 救急患者連携搬送料 

「届出を行っている」は 15.9％にとどまり、

求められる実績なども踏まえると、算定でき

る病院は限定的か 

 

 昨今の救急医療の現状として、救急搬送が

年々増加傾向にあるなかで、救急患者が病床を

利用することで新たな受入れが困難になる、「出

口の問題」が指摘されている。このような問題

を背景として、今次改定では、三次救急医療機

関等から連携する他の医療機関への転院搬送、

いわゆる下り搬送を評価する救急患者連携搬送

料が新設された。 

 急性期一般入院基本料または地域包括医療病

棟入院料の届出を行っている病院の救急患者連

携搬送料の届出状況は、「届出を行う予定はない」

が 70.7％であった一方、「届出を行っている」は

15.9％にとどまった（図表 9）。 

 

 

（図表 7）リハビリテーション・栄養・口腔

連携体制加算の届出状況 

6.1%

8.6% 41.1% 44.2%

届出を行っている

プロセス・アウトカム評価について、3か月の実績の測定が完了した

ら、届出を行う予定

届出を行いたいが、満たすことが難しい施設基準がある

届出を行う予定はない

（n＝163）

46.3%

41.8%

28.4%

17.9%

16.4%

6.0%

4.5%

専従の常勤理学療法士、

常勤作業療法士または常勤

言語聴覚士の2名以上の配置

プロセス・アウトカム評価の基準

専任の常勤管理栄養士

の1名以上の配置

リハビリテーション医療に関する3

年以上の経験を有し、リハビリ

テーション等に係る研修を受け…

入退院支援加算1の届出

BⅠの測定に関する研修

会の年1回以上の開催

脳血管疾患等リハビリテー

ション料及び運動器リハビ

リテーション料に係る届出

（複数回答｜n＝67）

（図表 8）リハビリテーション・栄養・口腔

連携体制加算の届出にあたって、満たすこ

とが難しい施設基準 

リハビリテーション医療に関する

3 年以上の経験を有し、リハビリ

テーション等に係る研修を受けて

いる常勤医師の 1名以上の勤務 
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 また、「届出を行いたいが、満たすことが難し

い施設基準がある」は 13.4％であったが、その

うち、7 割以上が満たすことが難しい施設基準

として、「救急搬送について、年間 2,000件以上

の実績を有していること」と回答した（図表 10）。 

 

 

 

なお、急性期一般入院料 1と同入院料 2～6の

届出を行っている病院で分けてみると、同入院

料 1 では救急患者連携搬送料の届出を行ってい

る病院は 30.2％であったが、同入院料 2～6 で

は 6.9％と違いがみられた。実績なども踏まえる

と、求められる救急搬送のハードルは高いこと

がうかがえる。 

3 地域包括ケア病棟入院料 

3.1 今次改定の影響 

もっとも影響のあった見直し項目として、「逓

減制の導入」および「重症度、医療・看護必

要度の見直し」がともに 3割を占める 

 

 地域包括ケア病棟入院料（管理料を含む）（以

下「地ケア」という。）は、今次改定において、

より早期の在宅復帰の強化のほか、今後増加す

る高齢者救急の受入れを促進する方向性が示さ

れた。ここでは、地ケアに係る全般的な改定内

容について、影響が見込まれる見直し項目を確

認したい。 

 今次改定でもっとも影響のあった見直し項目

としては、「逓減制の導入」および「重症度、医

療・看護必要度の見直し」がともに 29.1％であ

った（図表 11）。そこで、影響の大きかった逓減

制の導入、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰

率の見直しについて中心にみていきたい。 

 

 

 

3.2 逓減制の導入の影響 

「ほとんど影響はない」が 65.9％と過半を占

めたものの 2 割以上が「逓減制の導入により

減収した」と回答 

 

 前述のとおり、地ケアは早期の在宅復帰を促

す方向性が示されたが、その象徴的な見直しが

逓減制の導入である。今次改定では、入院期間

（図表 10）救急患者連携搬送料の届出にあ

たって、満たすことが難しい施設基準 

29.1% 29.1% 8.2%

3.3%

2.7%

2.2%

24.7%

0.5%

逓減制の導入

重症度、医療・看護必要度の見直し

在宅復帰率の対象となる患者の見直し

自宅等から入棟した患者割合の対象となる患者の見直し

在宅医療等の実績の評価の見直し

自院の一般病棟から転棟した患者割合の対象となる患者の見直し

いずれの見直し等も経営への影響はほとんどない

その他

（n＝182）

（図表 11）地ケアの施設基準の見直しのう

ち、もっとも影響のあった項目 

（図表 9）救急患者連携搬送料の届出状況 

77.3%

22.7%

4.5%

4.5%

9.1%

救急搬送について、年間2,000件

以上の実績を有していること

地域のメディカルコントロール協

議会等と協議し、候補となる医療

機関のリストを作成していること

連携する他の保険医療機関へ搬送

を行った患者の状態について、転

院搬送先の保険医療機関から診療

情報の提供が可能な体制が整備…

連携する他の保険医療機関へ搬送

した患者の病状の急変に備えた緊

急の診療提供体制を確保している

こと

その他

（複数回答｜n＝22）

届出を行っている

15.9%

届出を行いたいが、

満たすことが難しい

施設基準がある

13.4%

届出を行う

予定はない

70.7%

（n＝164）

連携する他の保険医療機関へ搬送を行

った患者の状態について、転院搬送先

の保険医療機関から診療情報の提供が

可能な体制が整備されていること 

連携する他の保険医療機関へ搬送し

た患者の病状の急変に備えた緊急の

診療提供体制を確保していること 
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に応じて医療資源投入量が減ることを踏まえて、

「入院 40日以内」と「入院 41日以上」で評価

が分けられた。 

 逓減制の導入による影響について確認すると、

「ほとんど影響はない」が 65.9％と過半を占め

たものの「逓減制の導入により減収した」も

25.8％あった（図表12）。また、図表にはないが、

回答日時点で平均在院日数が 41 日以上となる

患者割合の見込みを聞いたところ、中央値は

16.1％であった。入院期間 40日以内の場合、入

院料が引上げとなることから、増収につながっ

た病院もあるのかもしれない。一方で、当該患

者割合の見込みが 50.0％を超える病院も一定程

度みられた。 

 

 

なお、「入院日数を短くするための取組みを増

やした」は 1 割未満にとどまったが、その具体

的な取組み内容の一部を以下参考までにご紹介

したい。 

 

 

3.3 重症度、医療・看護必要度の見直しの

影響 

経過措置終了後にもっとも影響があると考え

られるものとして、「A 項目の見直し」が

61.7％と過半を占める 

 

 前節でも触れたように、今次改定では重症度、

医療・看護必要度の評価項目が見直されたが、

急性期一般入院基本料と同様に、地ケアにおい

ても経過措置が設定されている。 

 経過措置終了後にもっとも影響があると考え

られるものを確認したところ、「A項目の見直し」

が 61.7％と過半を占めた（図表 13）。次いで、

「該当患者割合の基準の見直し」が約 3 割を占

めている。重症度、医療・看護必要度Ⅰで「12％

以上」から「10％以上」に緩和されたものの、

評価項目の見直しを踏まえると、マイナスの影

響と捉える病院が一定程度あるようだ。 

 

 

 

 

 

3.4 在宅復帰率の算出方法の変更による

影響 

「マイナスの影響が大きい」が 2割を占め「プ

ラスの影響が大きい」を上回る 

 

 今次改定では、在宅復帰率の計算から、短期

滞在手術等基本料の患者を除外した一方で、介 

  

入院日数を短くするための具体的な取組み内容 ※一部抜粋 

・リハビリ強化（休日施行）による早期在宅復帰の取組み 

・専従のベッドコントローラーの設置 

・退院支援担当者の強化 

・早期からの入退院支援部門の介入 

・早期の退院支援をチームで実施している 

・入院期間は 40日を目標と院内周知 

・入院から約 2 週間程度で IC・カンファレンスを実施し、退

院に向けたイメージを早期に持っていただく 

（図表 13）重症度、医療・看護必要度の見

直しのうち、経過措置終了後にもっとも影

響があると考えられるもの 

（図表 12）逓減制の導入による影響 

入院日数を短くするため

の取組みを増やした

8.2%

ほとんど影響はない

65.9%

逓減制の導入に

より減収した

25.8%

（n＝182）

A項目の見直し

61.7%

該当患者割合の

基準の見直し

34.4%

C項目の見直し

3.9%

（n＝154）

※有効回答ではない病院を除く 
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護老人保健施設（在宅強化型と超強化型に限る）

への退院患者数の半数が追加された。 

在宅復帰率の算出方法の変更による影響を確

認すると、「ほとんど影響はなかった」が 68.7％

と多くの病院には影響がなかったことがわかる

（図表 14）。一方で、「マイナスの影響が大きい」

が 20.9％と「プラスの影響が大きい」の 10.4％

を上回った。 

 

 

 

短期滞在手術等の患者の受入れが多く、在宅

復帰率が高い病院にとっては影響が大きく、入

退院ルートの見直しなどが必要となるだろう。 

 

3.5 在宅患者支援病床初期加算の見直し

による影響 

「ほとんど影響はない」が過半を占めたもの

の 24.7％が「医業収益の減少が見込まれる」

と回答 

 

 地ケアの見直し項目として、最後に在宅患者

支援病床初期加算の見直しによる影響について

みていきたい。 

前述のとおり、今次改定では、下り搬送を評

価する救急患者連携搬送料が新設されたことで、

受入れ側を評価する在宅患者支援病床初期加算

が細分化された。具体的には、介護保険施設等

から救急搬送された患者に係る点数が 80 点引

き上げられた。一方で、それ以外の患者につい

ては、20点引き下げられ、緊急入院を受け入れ

ることによる負担等を考慮した評価体系に見直

された。 

 同加算の見直しによる経営への影響を確認す

ると、「ほとんど影響はない」が 68.1％ともっと

も多く、次いで「医業収益の減少が見込まれる」

が 24.7％で続いた（図表 15）。 

 

 

 

なお、本アンケートでは、介護老人保健施設

や介護医療院、特別養護老人ホームの協力医療

機関になっているかどうかを聞いている。そこ

で、協力医療機関の回答別に分けてみたところ、

協力医療機関に「なっている」または「今後なる

予定」と回答した病院では、「医業収益の増加が

見込まれる」が 7.6％であった。一方で、「今後

もなる予定はない」と回答した病院は 4.2％と違

いがみられた。そこまでの大きな差ではないも

のの、今次改定での増点を踏まえて、介護施設

等との連携に対する意識の有無が医業収益の増

加に一定程度の影響を及ぼしているのかもしれ

ない。 

 

4 回復期リハビリテーション病棟入院料 

4.1 施設基準等の見直しの影響 

「運動器リハビリテーションの算定上限緩和

対象患者からの除外」が 47.7％と約半数を占

める 

 

 回復期リハビリテーション病棟入院料（管理 

料を含む）（以下「回リハ」という。）は、他の入 

プラスの影響が大きい（在

宅強化型老健への退院患者

の半数を対象に追加）

10.4%

ほとんど影響

はなかった

68.7%

マイナスの影響が大き

い（短期滞在手術等基

本料を算定する患者等

を対象から除外）

20.9%

（n＝182）

（図表 14）在宅復帰率の算出方法の変更に

よる影響 

（図表 15）在宅患者支援病床初期加算の見

直しによる経営への影響 

医業収益の増加

が見込まれる

7.1%

ほとんど影響はない

68.1%

医業収益の減少

が見込まれる

24.7%

（n＝182）
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院料と同様に点数が引き上げられた。一方で、

体制強化加算の廃止やそれに伴う施設基準の見

直し、運動器リハビリテーションの提供単位数

の上限の引下げなど、厳しい改定であったとい

えるだろう。本節では、施設基準等の見直しの

影響についてみていきたい。 

 施設基準等の見直しのうち、もっとも影響の

あった項目として、「運動器リハビリテーション

の算定上限緩和対象患者からの除外」が 47.7％

と約半数を占めた（図表 16）。運動器リハビリテ

ーションを 1 日 6 単位を超えて行っても ADL

の改善がみられないというエビデンスが示され、

今次改定では 1日の算定上限が 9単位から 6単

位に引き下げられた。整形外科領域の病院にと

っては、厳しい改定となったのではないだろう

か。 

 

 

 

4.2 体制強化加算の廃止 

今次改定前に約 7割が体制強化加算 1・2の届

出。同加算の届出をしている病院の半数以上

が入院単価が「減少」と回答 

 

運動器リハビリテーションの提供単位数の上

限の引下げと並んで影響が大きいと考えられる

のが、体制強化加算の廃止であろう。 

2024年 5月 31日時点では、約 7割が同加算

1または 2の届出を行っていた（図表 17）。回リ

ハ 1・2 は 100 点引き上げられたものの、同加

算 1の 200点を差し引くと、算定していた病院

では 100 点の減収となり、経営に及ぼす影響は

大きいと思料する。 

 

 

 

前年同時期と比較した 6 月以降の入院単価を

同加算の届出有無別にみても、届出ありでは「減

少」が 51.2％と過半を占めた（図表 18）。今回

の同加算の廃止によって、多くの病院ではリハ

ビリ関連の加算の取得など、何らかの対応が必

要となるだろう。 

 

 

 

そこで、同加算の廃止に対応するために実施

している取組みを確認すると、「特になし」が

44.2％ともっとも多く、次いで『同加算の廃止に

伴い「専従」から「専任」に切り替えた医師の他

部門との兼務』が 32.6％で続いた（図表 19）。

その他の回答のなかには、「対応できる策がない」

という意見もあった。現実的には基準に合わせ

て人員を有効活用するなど、取り得る対応は限

47.7% 20.0%

4.6%

3.1%

1.5%

23.1%

運動器リハビリテーションの算定上限緩和対象患者からの除外

GLIM基準による栄養評価の要件化

専従の社会福祉士等の配置

口腔状態に係る課題を認めた場合は、適切な口腔ケアを提供するととも

に、必要に応じて歯科医療機関への受診を促すこと

当該保険医療機関において、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIM

の測定に関する研修会を年1回以上開催

いずれの見直しも影響はなかった

（n＝65）

9.3%

45.5%

39.5%

50.0%

51.2%

4.5%

体制強化加算の

届出あり

（n＝43）

体制強化加算の

届出なし

（n＝22）

増加（+2％以上） 横ばい 減少（△2％以上）

（図表 16）回リハの施設基準等の見直しの

うち、もっとも影響のあった項目 

「体制強化加算1」

の届出を行っていた

60.0%

「体制強化加算2」

の届出を行っていた

6.2%

届出を行っていない

33.8%

（n＝65）

（図表 17）2024年 5月 31 日時点での体制強

化加算の届出状況 

（図表 18）前年同時期と比較した回復期リ

ハビリテーション病棟の入院単価の状況 
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られることから状況は厳しいといえる。また、

図表にはないが、専任に切り替えた医師が主に

勤務している部門としては、外来が 7 割以上を

占めており、少しでも減収の補填に努める様子

がうかがえる。 

 

 

 

おわりに 

本稿では、2024年度診療報酬改定に関するア

ンケート調査の前編として、急性期・回復期関

連の入院医療について、改定項目を中心に回答

結果をみてきた。 

急性期入院では、急性期一般入院料 1 の施設

基準が厳格化されたなかでも、とくに重症度、

医療・看護必要度の見直しは影響が大きいと思

われる。本アンケート調査でも令和 6年 9月 30

日までの経過措置終了後に該当患者割合を満た

すことができない見込みの病院が 1 割以上あっ

た。急性期一般入院料 1 を算定する病院にとっ

ては、厳しい改定となったといえるだろう。 

地ケアは、前回改定が大幅な改定であったこ

とから、今回は小幅な見直しにとどまった。一

方で、回リハは、体制強化加算の廃止や運動器

リハビリテーションの見直しなど、今後は人員

だけではなく、ADLの改善といったエビデンス

がより一層求められる。 

今次改定は、介護報酬・障害福祉サービス等

報酬と重なるトリプル改定となったことで、介

護との連携強化が盛り込まれるなど、今後は病

院外にも目を向ける必要があるだろう。 

最後になるが、多忙ななか、本調査にご協力

いただいたことで、今回の分析を行うことがで

きた。担当者および関係者にこの場を借りて謝

意を表する。 
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≪本件に関するお問合せ≫ 

独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンター リサーチグループ  TEL：03-3438-9932 

 

44.2%

32.6%

25.6%

2.3%

4.7%

特になし

同加算の廃止に伴い「専従」

から「専任」に切り替えた

医師の他部門との兼務

他の加算取得

選定療養の促進

その他

（複数回答｜n＝43）

（図表 19）体制強化加算の廃止に対応する

ために実施している取組み 

 


